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令
和
七
年
四
月
十
一
日

第
五
百
八
十
七
号

増

刊

①

　
　
　
　

規

則
（
第
二
十
四
号

－

第
二
十
六
号
）

○
福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
が
い
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　

告

示
（
第
二
百
五
十
八
号
）

○
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

　

示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
二
六

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税

務

課
）
…
…
…
…
二
六

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
二
八

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
三
二

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
三
三

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
三
四

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
三
四

○
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）
…
…
…
…
三
五

　
　
　
　
正

誤

○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

　

条
例
（
令
和
七
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
中
正
誤　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
三
七

　

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中

「

保
険
種
別

協
会
・
共
済
・
健
組
・
国
組
・
市
町
村
国
保
・
生
保
・
そ
の
他

被
保
険
者
証
の

記
号
・
番
号

を

被
保
険
者
証

発
行
機
関
名

」

「

保
険
種
別

協
会
・
共
済
・
健
組
・
国
組
・
市
町
村
国
保
・
生
保
・
そ
の
他

記
号
・
番
号

に
改
め
る
。

保
険
者
名

（保
険
者
番
号

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

」

様
式
第
二
号
中
「

被
保
険
者
証
の

記
号
及
び
番
号

」

を
「

記
号
及
び
番
号

」

に
改
め
、
「､ 被

保
険
者
証
や

組
合
員
証
に
添
え
て

」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「医

療
保
険
証
に

」
を
「加

入
医
療
保
険
に

」
に
、
「医

療
保
険
証
の

」
を
「医

療

保
険
の
資
格
情
報
が
確
認
で
き
る
資
料
の

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

目

次
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て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

規
則

　

福
岡
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第

五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中

「

被
保
険
者
証

発
行
機
関
名

被
保
険
者
証
の

記
号
・
番
号

」

を

「

保
険
者
名

（保
険
者
番
号

）
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

記
号
・
番
号

」

に
改
め

、
同
様
式
別
紙
一
中
「健

康
保
険
証

」
を
「資

格
確
認
書

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「

被
保
険
者
証
の

記
号
及
び
番
号

」

を
「

記
号
及
び
番
号

」

に
改
め
、
「､ 被

保
険
者
証

や
組
合
員
に
添
え
て

」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「
□
被
保
険
者
証
」
を
「
□
加
入
医
療
保
険
」
に
、

「

保
険
者
名

」

を

「

保
険
者
名

（保
険
者
番
号

）
（　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

」

に
、
「

被
保
険
者
証
に

」
を
「加

入
医
療
保
険
に

」
に
、
「医

療
保
険
証

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
情
報
が
確

認
で
き
る
資
料

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
中
「健

康
保
険
証

」
を
「資

格
確
認
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
九
号
別
紙
一
中
「健
康
保
険
者
証

」
を
「資

格
確
認
書

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行

　
　
　

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成

十
九
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
変
更
届
出
書
」
を
「
指
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
が
い
者
支

援
施
設
・
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
変
更
届
出
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
目
次
中

「
別
紙

他
の
法
律
に
お
い
て
既
に
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
等
に
つ
い
て

第
二
条

付
表
一

居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護
・
同
行
援
護
・
行
動
援
護
事
業
所
の

指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
一
―
二

居
宅
介
護
等
を
事
業
所
所
在
地
以
外
の
場
所
で
一
部
実
施
す
る
場

合
の
記
載
事
項

第
二
条

付
表
二

療
養
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
三

生
活
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
三
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
四

削
除

付
表
五

短
期
入
所
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条
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付
表
六

重
度
障
が
い
者
等
包
括
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
七

共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
の
指
定
に
係
る
記

載
事
項
そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三

第
二
条

付
表
七
―
二

共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
地
域
移
行
支
援
型
ホ
ー
ム
）
の
指
定
に

係
る
記
載
事
項
そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三

第
二
条

付
表
七
―
三

削
除

付
表
八

障
が
い
者
支
援
施
設
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
八
―
二

昼
間
実
施
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
入
所
支
援
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
八
―
三

従
業
員
の
職
種
・
員
数
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
九

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
九
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
一

就
労
移
行
支
援
事
業
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
一
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
二

就
労
継
続
支
援
事
業
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
二
―
二

一
体
的
に
実
施
す
る
従
た
る
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
三

就
労
定
着
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
三
―
二

一
般
就
労
移
行
実
績

第
二
条

付
表
十
四

自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
五

指
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
係
る
多
機
能
型
に
よ
る
事

業
を
実
施
す
る
場
合
の
記
載
事
項
（
総
括
表
）
そ
の
一
・
そ
の
二

第
二
条

付
表
十
六

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
六
―
二

他
の
事
業
所
又
は
施
設
の
従
業
者
と
兼
務
す
る
地
域
移
行
支
援
・

地
域
定
着
支
援
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て

第
二
条

付
表
十
七

介
護
給
付
費
等
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書
そ
の
一
・

そ
の
二

第
二
条

別
紙
一

介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
そ
の
一
・
そ

の
二
・
そ
の
三

第
二
条

別
紙
二

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

第
二
条

別
紙
二
―
二

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表
（
障
が
い
者
支
援

施
設
）
そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三

第
二
条

別
紙
三

視
覚
障
が
い
者
又
は
聴
覚
言
語
障
が
い
者
の
状
況

第
二
条

別
紙
四

重
度
障
が
い
者
の
状
況

第
二
条

別
紙
四
―
二

重
度
障
が
い
者
支
援
加
算
Ⅱ
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
五

障
害
基
礎
年
金
一
級
を
受
給
す
る
利
用
者
の
状
況
（
重
度
者
支
援

体
制
加
算
に
係
る
届
出
書
）

第
二
条

別
紙
六

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
七

食
事
提
供
に
係
る
体
制

第
二
条

別
紙
八

短
期
滞
在
及
び
精
神
障
が
い
者
退
院
支
援
施
設
に
係
る
体
制

第
二
条

を

別
紙
九

共
同
生
活
援
助
の
重
度
障
が
い
者
支
援
加
算
に
係
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
九
付
表

削
除

別
紙
十

削
除

別
紙
十
一

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
二

削
除

別
紙
十
三

削
除

別
紙
十
四

削
除

別
紙
十
五

特
定
事
業
所
加
算
に
係
る
届
出
書
そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三
・

そ
の
四

第
二
条

別
紙
十
六

人
員
配
置
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
六
―
二

人
員
配
置
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
七

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
七
―
二

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
に
関
す
る
届
出
書
（
共
生
型
短
期
入

所
）

第
二
条

別
紙
十
八

栄
養
士
配
置
加
算
及
び
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
に
関
す
る
届
出

書

第
二
条

別
紙
十
九

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十

夜
間
看
護
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十
一

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算
及
び
通
勤
者
生
活
支
援
加
算
に
係

る
体
制
（
宿
泊
型
自
立
訓
練
事
業
所
）

第
二
条

別
紙
二
十
二

削
除

別
紙
二
十
二
―
二
夜
間
支
援
等
体
制
加
算
届
出
書
（
宿
泊
型
自
立
訓
練
事
業
所
）

第
二
条

別
紙
二
十
三

実
務
経
験
及
び
研
修
証
明
書

第
二
条

別
紙
二
十
四

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
対
象
施
設
の
配
置
状
況

第
二
条

別
紙
二
十
五

削
除
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別
紙
二
十
六

延
長
支
援
加
算
体
制
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十
七

送
迎
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十
八

削
除

別
紙
二
十
九

通
勤
者
生
活
支
援
加
算
に
係
る
体
制
（
共
同
生
活
援
助
事
業
所
）

第
二
条

別
紙
三
十

看
護
職
員
配
置
加
算
に
係
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
三
十
―
二

看
護
職
員
配
置
加
算
に
係
る
届
出
書
（
共
同
生
活
援
助
）

第
二
条

別
紙
三
十
一

施
設
外
支
援
実
施
状
況
（
移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
Ⅰ
に
係
る
届

出
書
）

第
二
条

別
紙
三
十
二

地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算
に
係
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
三
十
三

医
療
連
携
体
制
加
算
Ⅴ
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
三
十
四

重
度
障
が
い
者
支
援
加
算
に
関
す
る
届
出
書
（
短
期
入
所
）

第
二
条

別
紙
三
十
五

重
度
障
が
い
者
支
援
加
算
に
関
す
る
届
出
書
（
生
活
介
護
）

第
二
条

別
紙
三
十
六

個
別
計
画
訓
練
支
援
加
算
に
係
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
三
十
七

就
労
移
行
支
援
に
係
る
基
本
報
酬
の
算
定
区
分
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
三
十
八

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
基
本
報
酬
の
算
定
区
分
に
関
す
る
届

出
書

第
二
条

別
紙
三
十
九

賃
金
向
上
達
成
指
導
員
配
置
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
基
本
報
酬
の
算
定
区
分
に
関
す
る
届

出
書

第
二
条

別
紙
四
十
一

就
労
定
着
支
援
に
係
る
基
本
報
酬
の
算
定
区
分
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十
二

就
労
定
着
実
績
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十
三

精
神
障
が
い
者
地
域
移
行
特
別
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十
四

強
度
行
動
障
が
い
者
地
域
移
行
特
別
加
算
に
係
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十
五

社
会
生
活
支
援
特
別
加
算
に
係
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十
六

夜
勤
職
員
加
配
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
四
十
七

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
配
置
等
加
算
に
関
す
る
届
出
書
（
生
活
介

護
・
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
・
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
）

第
二
条

」

「
付
表
一

居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護
・
同
行
援
護
・
行
動
援
護
事
業
所
の

指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
二

療
養
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
三

生
活
介
護
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
四

短
期
入
所
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
五

重
度
障
が
い
者
等
包
括
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
六

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記

載
事
項

第
二
条

に
、

付
表
七

就
労
移
行
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
八

就
労
継
続
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
九

就
労
定
着
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十

自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
一

共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
二

障
が
い
者
支
援
施
設
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

付
表
十
三

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

第
二
条

」

「
様
式
第
三
号　
　
　
　
　

変
更
届
出
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
条　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
項
」

「
様
式
第
三
号　
　
　
　
　

指
定
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
指
定
障
が
い
者
支
援　

第
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
設
・
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
所
変
更
届
出
書　
　
　
　
　

第
一
項
」
に
改
め
る

。
　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第２条関係）

指定障がい福祉サービス事業所

指定障がい者支援施設 指定（更新）申請書

指定一般相談支援事業所

年 月 日

　殿

所在地

申請者 名　称

代表者

(郵便番号 - ）

県 郡・市

電話番号

法人等の種類

フリガナ

氏名

(郵便番号 - ）

県 郡・市

(郵便番号 - ）

県 郡・市

共生型サービスの

指定を申請するも

のに○

(備考)

1

2

3

4

表題の事業所・施設に係る指定（指定の更新）を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

申

請

者

(

設

置

者

)

福岡県知事

多機能型事業所に係る指定の申請の場合は○

連絡先

代表者の職・氏

名・生年月日

(内線) FAX番号

E-mailアドレス

生年

月日

フリガナ

名称

事業所(施設)の所

在地

付表８

付表８

付表４

職名

指

定

障

が

い

福

祉

サ

#

ビ

ス

事

業

所

付表６

付表６

付表７

代表者の住所

「法人等の種類」欄には、「社会福祉法人(社協以外)」、「社会福祉法人(社協)」、「医療法人」、「社団・財

団」、「営利法人」、「非営利法人(ＮＰＯ)」、「農協」、「生協」、「その他法人」、「地方公共団体(都道府

県)」、「地方公共団体(市町村)」、「地方公共団体(広域連合・一部事務組合等)」、「非法人」、「その他」のいず

れかを記入してください。

法人番号(13桁)

フリガナ

名称

主たる事務所の所

在地

付表５

付表12

地域移行支援

付表９

重度障がい者等包括支援

同行援護

行動援護

付表13

居宅介護

重度訪問介護

付表３

短期入所

「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をする事業及び既に指定を受けている事業のそれぞれに

「○」を記載してください。

「【既に指定を受けている場合】事業所番号」欄には、申請を行う都道府県等において既に事業所としての指定を受

け、番号が付番されている場合に、その事業所番号を記載してください。

同一所在地において

行う事業等の種類

今回の指定(更新)申請

をする対象事業等に○

既に指定を受け

ている事業に○

共同生活援助 付表11

付表10

地域定着支援

本申請書に添付

して提出する様

式(付表)

付表１

付表１

付表１

付表１

付表13

療養介護 付表２

生活介護

指定一般
相談支援
事業所

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

自立生活援助

「事業の開始予定年月日」欄については、更新の場合にあっては、現に受けている指定の有効期間満了日を記載して

ください。

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

就労定着支援

指定障がい者支援施設(施設入所支援)

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

所

・

施

設

の

種

類

【既に指定を受けている場合】事業所番号

事業の開始予定年月日
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付表１　居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

乗降介助

サービス内容

祝

営業時間

身体介護(通院介助)

家事援助

事

業

所

以

外

の

事

務

所

所在地

事

業

所

所在地

住　所

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

事業所等の名称

サ

#

ビ

ス

提

供

責

任

者

生年月日

生年月日

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

管

理

者

兼務する職種及び勤

務時間等

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

住　所

：

家事援助(通院介助)

身体介護

：

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。

営業日(該当する

日に○)

金 土

その他(年末年始等)

：

利用料

その他の費用

通常の事業の実施

地域
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付表２　療養介護事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

有 無

(備考)

事

業

所

所在地

兼務する職種及び勤

務時間等

住　所管

理

者

生年月日

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

その他(年末年始等)

利用定員(人) 利用者の推定数(人)

多目的室(デイルーム)の有無(いずれかに○)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してくださ

　　い。

利用料

その他の費用

通常の事業の実施

地域

設備

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

営業時間

：

：

：
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付表３　生活介護事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

名称

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

名称

土 祝

その他(年末年始等)

：

：

協力医療機関 主な診療科名

営業日(該当する

日に○)

金

営業時間

：

利用料

その他の費用

通常の事業の実施

地域

サービス単位２

サービス単位３

利用者の推定数

(人)

事業所が申告する障がい支援区分の平均値

サービス単位 ４未満 ４以上５未満 ５以上

サービス単位１

住　所

利用定員(人)

事

業

所

所在地

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

管

理

者

生年月日

住　所

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

利用定員(人)

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

その他(年末年始等)

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

○○一一体体的的にに実実施施すするる従従たたるる事事業業所所のの指指定定にに係係るる記記載載事事項項

事

業

所

生年月日

その他の費用

：

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

営業時間

：

：

通常の事業の実施

地域

所在地

協力医療機関

利用料

４未満 ４以上５未満 ５以上

事業所が申告する障がい支援区分の平均値

サービス単位

サービス単位１

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください。

サービス単位２

サービス単位３

主な診療科名

利用者の推定数

(人)
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付表４　短期入所事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

空床型

併設型

単独型

名称

種別

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

名称

事

業

所

所在地

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

住　所

本体施設の空床の範囲内

管

理

者

生年月日

事業所の種別(いず

れかに○)及び定員

(人)

種別 定員

本体施設の種別・名

称・定員・入所者数 前年度平均入所者数

定員

利用料

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

利用者の推定数

(人)

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

：

：

：

祝
営業日(該当する

日に○)

金 土

その他(年末年始等)

営業時間

その他の費用

通常の事業の実施

地域

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。

協力医療機関 主な診療科名
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付表５　重度障がい者等包括支援事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

専従 兼務 専従 兼務

特定しない Ⅰ類型 Ⅱ類型

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

名称

生年月日

住　所

事

業

所

以

外

の

事

務

所

所在地

管

理

者

事

業

所

所在地

第　　条 第　　項 第　　号

○○人人員員にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

従業者の職種・員

数

居宅介護等従業者 その他の従業者

サ

#

ビ

ス

提

供

責

任

者

生年月日

住　所

Ⅲ類型

利用者の推定数(人)

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

常勤換算後の人数(人)

基準上の必要人数(人)

事業所名

第三者委託により提

供する障がい福祉

サービス

種類 事業所名 所在地

主たる対象者

(いずれかに○)

常勤(人)

非常勤(人)

種類

事

業

所

の

体

制

利用者からの連絡対

応体制の概要

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

その他(年末年始等)

営業時間

：

：

主な診療科名

：

利用料

その他の費用

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください。

通常の事業の実施
地域

提供する障がい福祉

サービス

協力医療機関
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付表６　自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所の指定に係る記載事項

機能訓練 生活訓練

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

有 無

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

名称

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

有 無

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

名称

：

その他の費用

通常の事業の実施

地域

：

利用料

営業時間

：

住　所

事

業

所

協力医療機関 主な診療科名

生年月日

○○一一体体的的にに実実施施すするる従従たたるる事事業業所所のの指指定定にに係係るる記記載載事事項項

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

その他(年末年始等)

訪問事業の実施

利用定員(人)

利用者の推定数

(人)

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。

所在地

：

利用料

その他の費用

通常の事業の実施

地域

協力医療機関 主な診療科名

：

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

訪問事業の実施

その他(年末年始等)

営業時間

：

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

利用定員(人)

利用者の推定数

(人)

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

住　所

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

サービス種別(申請するものに○)
宿泊型自立訓練を

実施する場合は○

管

理

者

生年月日

事

業

所

所在地
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付表７　就労移行支援事業所の指定に係る記載事項

一般型 資格取得型

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

名称

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

名称

利用者の推定数

(人)

利用料

協力医療機関 主な診療科名

提携就労支援機関

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

その他の費用

通常の事業の実施

地域

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

利用定員(人)

所在地

提携就労支援機関

○○一一体体的的にに実実施施すするる従従たたるる事事業業所所のの指指定定にに係係るる記記載載事事項項

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください。

協力医療機関 主な診療科名

事

業

所

利用料

その他の費用

通常の事業の実施

地域

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

利用定員(人)

利用者の推定数

(人)

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

住　所

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

管

理

者

生年月日

サービス種別(申請するものに○)

事

業

所

所在地
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付表８　就労継続支援事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

名称

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

名称

利用料

その他の費用

利用定員(人)

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

利用者の推定数

(人)

通常の事業の実施

地域

協力医療機関 主な診療科名

生年月日

住　所

所在地

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。

利用者の推定数

(人)

利用料

通常の事業の実施

地域

○○一一体体的的にに実実施施すするる従従たたるる事事業業所所のの指指定定にに係係るる記記載載事事項項

事

業

所

主な診療科名

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

利用定員(人)

協力医療機関

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

その他の費用

住　所

住　所

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

管

理

者

生年月日

サービス種別(申請するものに○)

事

業

所

所在地
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付表９　就労定着支援事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

一体的に運営する事業

所の前年度の平均利用

者数(人)

営業日(該当する

日に○)

金

その他(年末年始等)

祝

：

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

利用者の推定数

(人)

利用料

土

：

その他の費用

通常の事業の実施

地域

営業時間

：

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

管

理

者

生年月日

事

業

所

所在地

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

住　所

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)
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付表10　自立生活援助事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

住　所

事

業

所

所在地

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

住　所

管

理

者

生年月日

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

利用者の推定数

(人)

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

その他(年末年始等)

営業時間

：

：

：

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください。

利用料

その他の費用

通常の事業の実施

地域
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付表11　共同生活援助事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

有 無

施設名

支援体制の

概要

名称

名称

サービスの提供形

態(該当部分に○)

介護サービス包括型
生活支援員の業務の

外部委託の予定

別紙のとお

り

有の場合の月間時間数

受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の

名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

日中サービス支援型

外部サービス利用型

利用定員(人)

指定生活介護事業所等

との連携体制

連携する施設の種別

主な診療科名

利用者の推定数(人)

協力医療機関

協力歯科医療機関

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

住　所

当該事業所で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

管

理

者

生年月日

住　所

主

た

る

事

業

所

所在地
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フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

住居区分 一戸建て アパート

契約期間 ～

室)

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

住居区分 一戸建て アパート

契約期間 ～

室)

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

住居区分 一戸建て アパート

契約期間 ～

室)

住居の利用定員(人) 居室数

共

同

生

活

住

居

②

所在地

マンション

主たる対象者

(対象とするものに○)

身体障がい 知的障がい

その他

住居の利用定員(人) 居室数 室(うち個室

建物所有者名

賃貸借契約の内容
家賃月額(円)

家賃月額(円)

室(うち個室

入居者１人当たりの居室の最小床面積(㎡)

一体的に運営するサテライト型住居数(箇所)

精神障がい 難病等対象者

入居者１人当たりの居室の最小床面積(㎡)

一体的に運営するサテライト型住居数(箇所)

主たる対象者

(対象とするものに○)

身体障がい 知的障がい

精神障がい 難病等対象者

賃貸借契約の内容

共

同

生

活

住

居

③

マンション その他

建物所有者名

建物所有者名

住居の利用定員(人) 居室数

家賃月額(円)

精神障がい 難病等対象者

マンション

賃貸借契約の内容

主たる対象者

(対象とするものに○)

身体障がい 知的障がい

その他

室(うち個室

入居者１人当たりの居室の最小床面積(㎡)

共

同

生

活

住

居

①

(

主

た

る

事

業

所

)

所在地

○○共共同同生生活活住住居居のの情情報報

所在地

一体的に運営するサテライト型住居数(箇所)
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フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

住居区分 一戸建て アパート

契約期間 ～

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

住居区分 一戸建て アパート

契約期間 ～

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

住居区分 一戸建て アパート

契約期間 ～

その他

建物所有者名

賃貸借契約の内容

難病等対象者

住居の利用定員(人) 居室の最小床面積(㎡)

本体住居の名称

家賃月額(円)

本体住居との距離(㎞)

主たる対象者

(対象とするものに○)

身体障がい 知的障がい

精神障がい

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

③

所在地

マンション

居室の最小床面積(㎡)

本体住居の名称

その他

建物所有者名

住居の利用定員(人)

本体住居との距離(㎞)

主たる対象者

(対象とするものに○)

身体障がい 知的障がい

精神障がい 難病等対象者

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

②

所在地

マンション

難病等対象者

居室の最小床面積(㎡)

本体住居の名称

主たる対象者

(対象とするものに○)

身体障がい 知的障がい

本体住居との距離(㎞)

住居の利用定員(人)

マンション

○○ササテテラライイトト型型住住居居のの情情報報

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

①

所在地

賃貸借契約の内容
家賃月額(円)

賃貸借契約の内容
家賃月額(円)

その他

建物所有者名

精神障がい

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。
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付表12　障がい者支援施設の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

有 無

名称

名称

名称

既存施設からの移

行の場合

既存施設名

管

理

者

入所者１人あたりの最小床面積(㎡)

廊下の幅(ｍ)

中廊下の幅(ｍ)

協力歯科医療機関

施設種別

特定旧法受給者数(人)

(就労移行支援を行う場合のみ)提携就労支援機関

実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等 第　　条 第　　項 第　　号

協力医療機関 主な診療科名

居室

廊下

１室の最大定員(人)

サ

#

ビ

ス

管

理

責

任

者

生年月日

経過措置

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

住　所

当該施設で兼務する他の職種(兼務の場合記入)

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

事業所等の名称

兼務する職種及び勤

務時間等

生年月日

住　所

施

設
所在地
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生活介護
自立訓練

(機能訓練)

自立訓練

(生活訓練)

就労移行支援

(一般型)

就労移行支援

(資格取得型)

実施有無

利用者の推定

数

有 無

有 無

有 無

併設型 空床型 無

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

(備考)

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

２．更新の場合には、「利用者の推定数」欄は前年度の平均利用者数を記入してください。

３．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください

　　。

土 祝

○○昼昼間間実実施施ササーービビスス及及びび施施設設入入所所支支援援にに係係るる記記載載事事項項

施設が申告する障がい支援区分の平均値

短期入所の実施
短期入所の利用者の推定数(人)

併設施設の定員(人) 併設施設の種別

施設入所支援の利

用者の推定数

サービス単位１

サービス単位２

サービス単位３

定員緩和措置の有無

施設入所支援の定員(人) 　他の社会福祉施設との併設

営業日(該当する

日に○)

金

その他(年末年始等)

その他の費用

利用料

：

：

：

サービス単位２

通常の事業の実施

地域

営業時間

昼

間

実

施

サ

#

ビ

ス

の

種

類

(生活介護を行う

場合のみ)

利用者の推定数

(人)

サービス単位 ４未満 ４以上５未満 ５以上

サービス単位１

サービス単位３

訓練等給付対象者 特定旧法受給者 合計

昼間多機能の実施 昼間の総定員数(人)

就労継続支援

(Ａ型)

就労継続支援

(Ｂ型)

昼間実施サービス

の定員(人)

介護給付対象者
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付表13　指定一般相談支援事業所の指定に係る記載事項

フリガナ

名　　称

(郵便番号 - )

県 郡・市

連 絡 先 電話番号 FAX

E-Mail

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

有 無

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

フリガナ

氏　名 年 月 日

(郵便番号 - )

県 郡・市

日 月 火 水 木

平日 ： ～

土曜 ： ～

日・祝 ： ～

(備考)

サービス種別(申請するものに○) 地域移行支援 地域定着支援

事

業

所

所在地

生年月日

住　所

住　所

当該事業所における相談支援専門員との兼務の有無

他の事業所又は施設の従

業者との兼務(兼務の場

合記入)

指

定

地

域

相

談

支

援

の

提

供

に

当

た

る

者

生年月日

生年月日

管

理

者

住　所

生年月日

住　所

第　　条 第　　項 第　　号実施主体が地方公共団体である場合は、当該事業の実施について定めてある条例等

○○運運営営・・設設備備にに関関すするる基基準準のの確確認認にに必必要要なな事事項項

常時の連絡体制の

確保の具体的方法

(地域定着支援のみ)

営業日(該当する

日に○)

金 土 祝

その他(年末年始等)

営業時間

：

：

：

兼務する職種及び勤務時

間等

事業所等の名称

２．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容についても記載してください。

その他の費用

通常の事業の実施

地域

１．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。
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様式第２号（第３条関係）

年 月 日

　殿

所在地

申請者 名　称

代表者

表題の事業所・施設に係る変更指定を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

(郵便番号 - ）

県

電話番号

法人等の種類

フリガナ

氏名

(郵便番号 - ）

県

(郵便番号 - ）

県

共生型サービス

の指定を受けて

いるものに○

(備考)

1

2

3

【既に指定を受けている場合】事業所番号

指

定

障

が

い

者

支

援

施

設

特

定

障

が

い

福

祉

サ

#

ビ

ス

事

業

所

「【既に指定を受けている場合】事業所番号」欄には、申請を行う都道府県等において既に事業所としての指定を

受け、番号が付番されている場合に、その事業所番号を記載してください。

変

更

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

所

・

施

設

の

種

類

「法人等の種類」欄には、「社会福祉法人(社協以外)」、「社会福祉法人(社協)」、「医療法人」、「社団・財

団」、「営利法人」、「非営利法人(ＮＰＯ)」、「農協」、「生協」、「その他法人」、「地方公共団体(都道府

県)」、「地方公共団体(市町村)」、「地方公共団体(広域連合・一部事務組合等)」、「非法人」、「その他」のい

ずれかを記載してください。

「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をする事業及び既に指定を受けている事業を記載して

ください。

同一所在地において

行う事業等の種類

変更指定申請をする

事業等の事業開始予

定年月日

様式（付表）

他の法律において既に

指定を受けている事業

等の指定年月日

備考

事業所(施設)の所

在地
郡　・　市

多機能型事業所に係る指定の申請の場合は○

代表者の住所 郡　・　市

フリガナ

名称

代表者の職・氏

名・生年月日
職名

生年

月日

郡　・　市

連絡先
　　　　　　　　(内線) FAX番号

  E-mailアドレス

法人番号(13桁)

申

請

者

(

設

置

者

)

フリガナ

名称

主たる事務所の所

在地

福岡県知事

　　　　特定障がい福祉サービス事業所

指定障がい者支援施設　　　  
　　変更指定申請書
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様式第３号（第４条関係）

指定障がい福祉サービス事業所

指定障がい者支援施設　　　　　変更届出書

指定一般相談支援事業所

年 月 日

申請者

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

□

年 月 日

(備考) 1 変更届の提出に際しては、必要書類を添付してください。

2 「変更があった事項」の「変更の内容」は、変更前と変更後の内容が具体的に分かるように記入してください。

連絡先

提供する障がい福祉サービス等の種類

第三者委託により提供する障がい福祉サービス等の種類等

所在地

記入担当者氏名

事業実施形態（事業所の種別等）

従業者の勤務の体制及び勤務形態

その他

（変更後）

サービス管理（提供）責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

運営規程

協力医療機関・協力歯科医療機関の名称・診療科名・契約内容

提携就労支援機関の名称

代表者職名・氏名　

事業所番号

事業所（施設）の構造概要・平面図・設備の概要

福岡県知事　殿

変更があった事項（該当に○） 変更の内容

名称

サービスの種類

変更年月日

管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

利用者又は入所者の定員

（変更前）

申請者の名称

申請者の主たる事務所の所在地

申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

事業所（施設）の所在地

名称

所在地

法人等の種類

登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに限る。）

　指定障がい福祉サービス事業所等の指定に係る事項の変更の届出先（以下「指定権者」という。）と指定障がい福祉

サービス事業所等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出先（以下「監督権者」という。）が同一の自治体で

あり、かつ、変更事項が「主たる事務所の所在地」若しくは「代表者の氏名又は住所」のみの場合に限り、同事項に係

る事実の確認に支障がないと認めるときは、監督権者への変更の届出については、指定権者への変更の届出があったこ

とをもって変更の届出の提出を省略させることができることとされているので、その場合には左のチェックボックス

（□）に✓を付してください。なお、当該変更届出を受理した指定権者は、当該変更届出の写しを監督権者へ回付して

ください。

指定を受けた内容を変更した事業所又は施設

共生型サービスの該当有無

事業所（施設）の名称
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様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
の
二
ま
で
の
様
式
中
「
（記

名
押
印
又
は
署
名

）
」
を
削
る
。

　

様
式
第
七
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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事業者(法人)番号

受付番号

業務管理体制に係る届出事項変更届出書

　　　年　月　日

　福岡県知事　殿

8　業務執行の状況の監査の方法の概要

事業者　名　　　称

　　　　代表者氏名　　　　　　　　

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。

変更があった事項

1　法人の種別、名称(フリガナ)

2　主たる事務所の所在地、電話、FAX番号

変更の内容

(変更前)

(変更後)

（注）　指定障がい福祉サービス事業者等の指定に係る事項の変更の届出先（以下「指定権者」と

　　　いう。）と指定障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届

　　　出先（以下「監督権者」という。）が同一の自治体であり、指定障がい福祉サービス事業者

　　　等から指定届出事項変更手続に関する規定に基づき、主たる事務所の所在地並びにその代表

　　　者の氏名、生年月日、住所及び職名に係る変更届出を受けたことにより、業務管理体制整備

　　　届出事項変更手続における同事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、この届出

　　　書の記載又は届出を省略できます。

　　　　なお、上記により監督権者への変更の届出の提出を省略した場合には、指定権者から監督

　　　権者へ指定障がい福祉サービス事業所等の指定に係る事項の変更の届出書の様式の回付をお

　　　願いします。

様式第７号の３(第７条の２関係)

3　代表者氏名(フリガナ)、生年月日

4　代表者の住所、職名

5　事業所名称等及び所在地

6　法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日

7　業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

　

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
八
百

七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
項
中
「
並
び
に
令
和
五
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
二
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴

風
雨
に
よ
る
災
害
」
を
「
、
令
和
五
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
二
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風

雨
に
よ
る
災
害
、
令
和
六
年
六
月
八
日
か
ら
七
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
、
令
和
六
年

八
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
三
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
並
び
に
令
和
六
年
九
月
二

十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
条
第
四
項

た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　

別
表
農
地
災
害
復
旧
緊
急
支
援
事
業
の
項
中
「
並
び
に
令
和
五
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
二
十
日

ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
」
を
「
、
令
和
五
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
二
十
日
ま

で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
、
令
和
六
年
六
月
八
日
か
ら
七
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
豪
雨

に
よ
る
災
害
、
令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
三
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害

並
び
に
令
和
六
年
九
月
二
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則
　

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交

付
規
程
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
数
量
」
の
下
に
「
（
第
一
号
又
は
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
消

費
に
係
る
軽
油
に
既
に
軽
油
引
取
税
が
課
さ
れ
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽
油
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は

、
当
該
消
費
に
係
る
軽
油
の
数
量
か
ら
当
該
含
ま
れ
て
い
る
軽
油
に
相
当
す
る
部
分
の
数
量
を
控
除
し

た
数
量
と
し
、
第
五
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
製
造
の
承
認
を
受
け
た
当
該
消
費
又
は
譲
渡
に
係
る
軽
油
に
既
に
軽
油
引
取
税
又
は
揮
発

油
税
が
課
さ
れ
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽
油
又
は
揮
発
油
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
消
費
又
は

譲
渡
に
係
る
軽
油
の
数
量
か
ら
当
該
含
ま
れ
て
い
る
軽
油
又
は
揮
発
油
に
相
当
す
る
部
分
の
軽
油
の
数

量
を
控
除
し
た
数
量
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
百
九
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
十
七
条
の
二
十
七
」
を
「
、
第
四
十
七
条
の
二
十
七
又
は
付
則
第

九
条
の
二
の
七
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特

例
対
象
事
業
者　

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
帳
簿

　

付
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
二

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
を
削
り
、
同
条
第
十
五
項
中
「
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
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条
中
第
十
六
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
七
項
を
第
十
六
項
と
す
る
。

　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
を
営
む
者
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
又
は
同
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
旅

客
輸
送
事
業
者
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
「
特
例
対
象
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
が
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
適
用
を
受
け
て
製
造
を

行
つ
た
炭
化
水
素
油
（
第
四
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
炭
化
水
素
油
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
軽
油
を
鉄
道
用
車
両
又
は
軌
道
用
車
両
の
動
力
源
に
供
す
る
た

め
自
ら
消
費
す
る
場
合
に
は
、
当
該
軽
油
の
消
費
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
七
条
第
一
項
（
第
五
号
（

軽
油
の
消
費
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
引

取
税
を
課
さ
な
い
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
の
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
特
例
）

第
九
条
の
二
の
七
の
二　

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
特
例
対
象
事
業
者

が
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
引
取
り
に
係
る
軽
油
と
軽
油
以
外
の
炭
化
水
素
油
を

混
和
し
て
炭
化
水
素
油
の
製
造
を
行
う
場
合
（
鉄
道
用
車
両
又
は
軌
道
用
車
両
の
燃
料
タ
ン
ク
内
に

お
い
て
製
造
を
行
う
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
四
十
七
条
の
二
十
四

第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
て
製
造
を
行
つ
た
炭
化
水
素
油
が
軽
油
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
用
を
受
け
た
特
例
対

象
事
業
者
が
、
同
日
ま
で
に
、
当
該
軽
油
と
軽
油
以
外
の
炭
化
水
素
油
を
混
和
し
て
炭
化
水
素
油
の

製
造
を
行
う
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
製
造
を
行
つ
た
炭
化
水
素
油
が
軽
油
で
あ
る
場
合
に
は
、
第

四
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

特
例
対
象
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
製
造
を
行

う
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

特
例
対
象
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
第
一
項
の
製
造
に
関

す
る
事
項
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
を
こ
れ
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

付
則
第
九
条
の
二
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
車
両
総

重
量
」
の
下
に
「
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
）
」
を

、
「
ト
ラ
ッ
ク
」
の
下
に
「
（
施
行
規
則
で
定
め
る
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
道

路
運
送
車
両
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
を
「
前
方

障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
衝
突
被

害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術

基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
次
条
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の

規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
第
四
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
消
費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
消
費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
消
費
に
対
し
て
課
す

べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
炭
化
水
素
油
（
福
岡
県
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税
条
例
第
四
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
炭
化
水
素
油
を
い
う
。
）
の
製
造
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
税
条
例
付

則
第
九
条
の
二
の
十
二
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
第
二
項
第
七
号
の
表
新
事
業
支
援
課
の
項
中
「
新
事
業
支
援
課
」
を
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

推
進
課
」
に
改
め
、
同
表
新
産
業
振
興
課
の
項
中
「
新
産
業
振
興
課
」
を
「
先
端
技
術
産
業
振
興
課

」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
条
第
七
項
中
「
第
七
条
各
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
「
又
は
各
室

」
、
「
又
は
室
」
及
び
「
又
は
副
室
長
」
を
削
る
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
新
事
業
支
援
課
」
を
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推

進
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
海
外
投
資
」
を
「
海
外
展
開
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ロ
中

「
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
」
を
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
及
び
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
支
援
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
新
産
業
振
興
課
」
を
「
先
端
技
術
産
業
振
興
課
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

先
端
技
術
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
三
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
新
産
業
振
興
課
」
を
「
先
端
技
術
産
業
振
興
課
」
に
、
「

前
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
私
立
学
校
審
議
会
の
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」

に
改
め
る
。

　
　

第
九
十
二
条
第
一
号
ロ
中
⑴
を
削
り
、
⑵
を
⑴
と
し
、
⑶
か
ら
⑺
ま
で
を
⑵
か
ら
⑹
ま
で
と
す
る

。

　
　

第
百
条
中
「
に
所
長
」
の
下
に
「
及
び
児
童
福
祉
法
務
専
門
監
」
を
加
え
る
。

第
二
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
第
一
項
の
表
中
「
庶
務
係　

秘
書
係
」
を
「
秘
書
第
一
係　

秘
書
第
二
係
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
五
号
の
表
福
祉
総
務
課
の
項
中
「
地
域
福
祉
係
」
の
下
に
「　

災
害
救
助
・
生
活
再
建

支
援
係
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
七
号
の
表
中
小
企
業
振
興
課
の
項
中
「
経
営
支
援
係
」
を
「
経

営
支
援
第
一
係　

経
営
支
援
第
二
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
八
号
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項

中
「
女
性
農
業
者
支
援
係　

経
営
企
画
係
」
を
「
普
及
総
務
係　

普
及
企
画
係
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
十
号
の
表
都
市
計
画
課
の
項
中
「　

開
発
第
一
係　

開
発
第
二
係　

盛
土
規
制
係
」
を
削
り

、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

開
発
・
盛
土
指
導
課

指
導
係　

盛
土
規
制
係　

開
発
第
一
係　

開
発
第
二
係

　
　

第
八
条
第
十
項
中
「
、
同
課
管
理
第
二
係
に
あ
つ
て
は
係
長
の
ほ
か
車
庫
長
を
」
を
削
る
。

　
　

第
九
条
第
二
項
中
「
庶
務
係
」
を
「
秘
書
第
一
係
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
秘
書
係
」
を
「

秘
書
第
二
係
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
二
条
第
一
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヘ　

職
員
研
修
所
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
十
二
条
第
三
号
ハ
を
削
る
。

　
　

第
二
十
条
の
十
一
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

自
転
車
活
用
推
進
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
転
車
活
用

推
進
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
十
一
第
一
項
に
第
一
号
及
び
第
二
号
と
し
て
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　

一　

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
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規
定
に
基
づ
く
地
域
公
共
交
通
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
十
一
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
前

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

六　

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号

）
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
居
住
に
係
る
広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
十
七
第
二
項
中
「
第
十
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
」
を
「
第
十
一
号
及

び
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十

五
号
ま
で
」
を
「
第
七
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
四
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

５　

福
祉
総
務
課
災
害
救
助
・
生
活
再
建
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
こ
ど
も
未
来
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
労
働
部
こ
ど
も
未
来
課
の
所
掌
事
務
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

二
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二

十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

六　

児
童
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

七　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。

　
　

八　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

九　

こ
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六

十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
自
立
相
談
支
援
事
業
（
子
育
て
世
帯
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
子
ど
も
の
学
習
・
生

活
支
援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
一　

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
二　

少
子
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
三　

出
会
い
・
結
婚
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
四　

こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
五　

こ
ど
も
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
六　

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
七　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
八　

放
課
後
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
九　

こ
ど
も
食
堂
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十　

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
一　

子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

二
十
二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
三　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

こ
ど
も
未
来
課
こ
ど
も
企
画
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
二

十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

こ
ど
も
未
来
課
こ
ど
も
の
育
ち
・
ひ
と
り
親
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
、
第
四

号
、
第
十
号
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

４　

こ
ど
も
未
来
課
居
場
所
づ
く
り
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二

十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

５　

こ
ど
も
未
来
課
児
童
扶
養
手
当
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
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第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
の
二
第
三
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ロ
と
し
、
ホ
か

ら
ト
ま
で
を
ハ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
チ
を
削
り
、
リ
を
ヘ
と
し
、
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
を
ト
か
ら
ヌ
ま
で

と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
経
営
支
援
係
」
を
「
経
営
支
援
第
一
係
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

イ　

商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
の
二
第
四
号
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ホ　

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法

律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
の
二
第
四
号
中
ヘ
及
び
ト
を
削
り
、
チ
を
ヘ
と
し
、
リ
を
ト
と
し
、
ヌ
を
削
り

、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

五　

経
営
支
援
第
二
係

　
　
　

イ　

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十

三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

中
小
企
業
施
策
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

中
小
企
業
の
経
営
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
（
海
外
事
務
所
に
関
す

る
こ
と
を
除
く
。
）
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
二
条
の
二
の
三　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
工
部
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
の
支
援
拠
点
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

産
業
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

海
外
展
開
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

貿
易
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

貿
易
に
関
す
る
団
体
の
指
導
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

経
済
交
流
拠
点
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

創
業
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

九　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
及
び
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
一　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
新
分
野
推
進
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
十
号

及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
海
外
展
開
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

４　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
創
業
支
援
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ

る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
四
十
三
条
の
三
第
一
号
中
「
女
性
農
業
者
支
援
係
」
を
「
普
及
総
務
係
」
に
改
め
、
同
号
イ
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

イ　

農
業
改
良
資
金
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
資
金
等
の
融
資
対
象
事
業
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

。

　
　

第
四
十
三
条
の
三
第
一
号
中
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ロ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ハ
か
ら
ホ
ま

で
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
経
営
企
画
係
」
を
「
普
及
企
画
係
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ハ　

農
業
改
良
助
長
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
室
に
属
さ
な
い
こ
と
。

　
　
　

ニ　

女
性
農
業
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
三
条
の
三
第
三
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

イ　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
五
十
六
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
中
「
都
市
計
画
課
」
の
下
に
「
、
開
発
・
盛
土
指
導
課
」
を
加
え
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る
。

　
　

第
五
十
七
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
開
発
・
盛
土
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
五
十
七
条
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
都
市
部
開
発
・
盛
土
指
導
課
の
各
係
ご
と
の

所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

指
導
係

　
　
　

イ　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

盛
土
規
制
係

　
　
　

イ　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
基
礎
調
査
及
び
区

域
指
定
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
宅
地
造
成
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事

等
の
規
制
に
係
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

三　

開
発
第
一
係

　
　
　

イ　

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
の
認
定
に
係
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
五
条
第

二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
と

き
に
お
け
る
中
間
検
査
又
は
定
期
の
報
告
に
係
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ　

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
流
通
業
務
地

区
に
お
け
る
施
設
の
建
設
等
の
規
制
に
係
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ニ　

都
市
計
画
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
も
の
で
他
係

に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ホ　

福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
住
宅
開
発
団
地
に
係

る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡

県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

四　

開
発
第
二
係

　
　
　

イ　

租
税
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
優
良
宅
地
及
び
優
良
住
宅
の
認
定
に

係
る
も
の
で
、
直
方
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、
中
間
市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
う
き
は
市
、
宮
若
市
、
朝
倉
市
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
朝
倉
郡
、
三
井
郡

、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
十
五
条
第

二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
と

き
に
お
け
る
中
間
検
査
又
は
定
期
の
報
告
に
係
る
も
の
で
、
直
方
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、

中
間
市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、
う
き
は
市
、
宮
若
市
、
朝
倉
市
、
糟
屋

郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
朝
倉
郡
、
三
井
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に

関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
流
通
業
務
地

区
に
お
け
る
施
設
の
建
設
等
の
規
制
に
係
る
も
の
で
、
直
方
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、
中
間

市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、
宮
若
市
、
朝
倉
市
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍

手
郡
、
朝
倉
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

都
市
計
画
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
も
の
で
、
直

方
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、
中
間
市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、
う
き
は
市

、
宮
若
市
、
朝
倉
市
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
朝
倉
郡
、
三
井
郡
、
京
都
郡
及
び
築

上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

福
岡
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
住
宅
開
発
団
地
に
係

る
も
の
で
、
直
方
市
、
行
橋
市
、
豊
前
市
、
中
間
市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
古
賀
市
、
福
津

市
、
う
き
は
市
、
宮
若
市
、
朝
倉
市
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
朝
倉
郡
、
三
井
郡
、

京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
開

発
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　
　

ヘ　

福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
中
間
市
、
小
郡
市
、
宗
像
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、
糟
屋
郡
及
び
京
都
郡
の
区

域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
六
十
二
条
第
五
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
中
「
新
社
会
推
進
部
」
を
「
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
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部
」
に
改
め
る
。

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
開
発
審
査
会
の
項
中
「
都
市
計
画
課
」
を
「
開
発
・
盛

土
指
導
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　

相
談
支
援
係　
　

「　

相
談
支
援
第

　
　

第
九
十
九
条
の
表
福
岡
県
久
留
米
児
童
相
談
所
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　

相
談
支
援
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
談
第
二
課　

」　
　

相
談
第
二
課　

　

一
係

　

二
係　

に
改
め
、
同
表
福
岡
県
京
築
児
童
相
談
所
の
項
中
「　

相
談
支
援
係
」
を
「　

相
談
支
援
係

　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
護
課　
　
　

　

」
に
改
め
る
。

　
　

第
百
一
条
第
二
項
第
二
号
ロ
中
「
相
談
支
援
係
」
を
「
相
談
支
援
第
一
係
」
に
改
め
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ハ　

相
談
支
援
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
百
一
条
第
二
項
第
三
号
ロ
⑴
中
「
前
項
第
二
号
ロ
」
を
「
前
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
を
削

り
、
同
条
第
六
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

三　

保
護
課

　
　
　

イ　

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー

　
　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
河
川
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

災
害
砂
防
課　
　

」

　
　

「
災
害
事
業
室

　

を　
　

災
害
河
川
係　

に
改
め
、
同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
都
市
施
設
整
備
課

　
　
　
　

災
害
砂
防
係
」

　

」
を
「
都
市
施
設
整
備
課　

　
　
　
　

災
害
事
業
室　
　

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
宗
像
支

所
の
項
中
「
（
第
二
百
三
十
三
条
第
十
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
遠
賀
郡
の
区

域
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

　
　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
及
び
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
削
り
、
「
筑
紫
野
古
賀

線
バ
イ
パ
ス
建
設
室
及
び
」
を
「
筑
紫
野
古
賀
線
バ
イ
パ
ス
建
設
室
、
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務

所
及
び
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
第
五
号
中
「
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
」
を
「
災
害
事
業
室
」
に
改
め
、
同

号
イ
中
「
災
害
河
川
課
」
を
「
災
害
河
川
係
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
災
害
砂
防
課
」
を
「
災
害
砂

防
係
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

災
害
事
業
室

　
　
　

イ　

広
川
の
浸
水
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
は
令
和
七

年
四
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
改
正
）

２　

福
岡
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
中
「
都
市
計
画
課
」
を
「
開
発
・
盛
土
指
導
課
」
に
改
め
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

第
十
一
条
第
三
号
及
び
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二

条
第
二
項
」
に
、
「
移
転
料
」
を
「
家
族
移
転
費
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
条
第
十
五
項
第
二
号
中
ヤ
を
マ
と
し
、
タ
か
ら
ク
ま
で
を
レ
か
ら
ヤ
ま
で
と
し
、
ヨ
の
次
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に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

タ　

法
第
五
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
被
保
護
者
の
氏
名
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
知
事
に
通
知
し
、
そ
の
旨
を
当
該
特
定
被
保
護
者
に
通
知
し
、
及
び
特
定
被
保
護
者
対
象

事
業
の
利
用
状
況
を
把
握
し
、
自
立
助
長
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
二
条
第
四
号
を
削
る
。

　
　

第
二
十
四
条
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十

一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
テ
中
「
、
第
七
号
の
二
及
び
第
七
号
の
三
」
を
「
か
ら
第
七
号
の
三
ま

で
」
に
改
め
、
「
費
用
」
の
下
に
「
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行

う
里
親
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
本
人
及
び
」
を
「
本
人
又
は
」
に
改

め
る
。

　
　

第
二
十
五
条
第
一
号
イ
中
「
規
定
す
る
費
用
」
の
下
に
「
（
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
う

里
親
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
扶
養
義
務
者
の
費
用
」
を
「
そ
の
扶
養

義
務
者
」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
十
条
第
十
項
第
二
号
イ
中
「
第
六
条
の
二
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
十
八
条
第
十
八
項

」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
七
条
の
二
第
六
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
十
八
条
第
二
十
七
項
」
を
加

え
、
同
号
ハ
中
「
第
七
条
の
四
第
六
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
十
八
条
第
三
十
六
項
」
を
加
え
、
同

項
第
八
号
イ
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「

第
十
七
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
特
定
建
築
物
の
」
を
「
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
の
」
に
、
「
に
、
特
定

建
築
物
」
を
「
に
、
当
該
建
築
物
」
に
、
「
立
ち
入
り
、
特
定
建
築
物
」
を
「
立
ち
入
り
、
当
該
建

築
物
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
ト
か
ら
タ
ま
で
を
削
り
、
レ
を
ハ
と
す
る
。

第
二
条　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
四
条
た
だ
し
書
中
「
キ
」
を
「
シ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
ク
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第

二
十
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヘ
を
ヌ
と
し
、
フ
か
ら
ホ
ま
で
を
ア
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
同
号
ケ
中
「

第
三
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ケ
を
同
号
テ
と
し
、
同
号
マ

中
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
マ
を
同
号
エ
と
し
、
同

号
ヤ
中
「
第
三
十
三
条
第
四
項
及
び
第
九
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
三
項
及
び
第
十
八
項
」
に
改

め
、
同
号
ヤ
を
同
号
コ
と
し
、
同
号
ク
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヤ　

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
保
護
状
を
請
求
す
る
こ
と
。

　
　
　

マ　

法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
判
官
が
一
時
保
護
状
の
請
求
を
却
下
す
る

裁
判
を
し
た
と
き
に
、
速
や
か
に
一
時
保
護
を
解
除
す
る
こ
と
。

　
　
　

ケ　

法
第
三
十
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
判
の
取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と

。

　
　
　

フ　

法
第
三
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
保
護
状
の
請
求
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確

定
す
る
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
七
号
の
二
中
「
副
課
（
室
）
長
」
を
「
副
課
長
」
に
、
「
当
該
課
（
室
）

」
を
「
当
該
課
」
に
、
「
、
課
（
室
）
長
」
を
「
、
課
長
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号

の
三
ま
で
の
規
定
中
「
副
課
（
室
）
長
」
を
「
副
課
長
」
に
改
め
、
同
表
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第

二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
す
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
中
第
十
一
号
の
二
の
二
を
第
十
一
号
の
二
の
三
と
し
、
第
十
一
号
の
二

を
第
十
一
号
の
二
の
二
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11
の
２

児
童
福
祉
法
務

専
門
監

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
出
先
機
関
の
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
法
律
的
専
門
事
項
に
関
す
る
も
の
を
掌
理
す
る
。

　
　
　
附
　
則

’

’

’

’
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こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
一　

本
庁
の
表
の
改
正
規

定
（
同
表
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号

と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

第
一
条　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
公
害
対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
四
号
ロ
中
「
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
業
者
が
行
つ
た
測
定
の
結
果
を
受
領
す
る
」
を
「
基
づ
く
報
告
を
受
け
付
け
、
本

庁
に
送
付
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
中

「
ベ
ン
チ
ャ

ー
創
出
事

務
及
び
連

絡
事
務
関

係

港　

区

東
京
都
、
神
奈

川
県
、
埼
玉
県

、
千
葉
県
及
び

そ
の
近
県
一
円

新
事
業
支

援
課

一　

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
の
誘
致
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

」
を

「
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
及

び
ベ
ン
チ

ャ
ー
創
出

事
務
並
び

に
連
絡
事

務
関
係

港　

区

東
京
都
、
神
奈

川
県
、
埼
玉
県

、
千
葉
県
及
び

そ
の
近
県
一
円

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
推

進
課

一　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

に
関
す
る
こ
と
。

三　

連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

」
に

　

改
め
る
。

第
二
条　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
中

「
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
及

び
ベ
ン
チ

ャ
ー
創
出

事
務
並
び

に
連
絡
事

務
関
係

港　

区

東
京
都
、
神
奈

川
県
、
埼
玉
県

、
千
葉
県
及
び

そ
の
近
県
一
円

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
推

進
課

一　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

に
関
す
る
こ
と
。

三　

連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と

」
を

「
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
及

び
ベ
ン
チ

ャ
ー
創
出

事
務
並
び

に
連
絡
事

務
関
係

港　

区

東
京
都
、
神
奈

川
県
、
埼
玉
県

、
千
葉
県
及
び

そ
の
近
県
一
円

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
推

進
課

一　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

に
関
す
る
こ
と
。

三　

連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

」
に

一　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
の
支
援
拠
点
に
関
す
る
こ
と

。
二　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
市

福
岡
県
及
び
そ

の
近
県
一
円

　

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
二
十

四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出

先

機

関　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福

岡

県

教

育

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
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福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
十
三
号
の
二
中
「
又
は
室
」
及
び
「
又
は
副
室
長
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
六
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
規
則
」
を
「
条
例
、
規
則
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
部
県
土
整
備
事
務
所
の
款
所
長
の
決
裁
事
項
の
項
中
「
及
び
福
岡
県
朝
倉

県
土
整
備
事
務
所
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
款
セ
ン
タ
ー
長
の
決
裁
事
項
の
項
中
「
又
は
主

務
課
の
副
長
」
を
削
る
。

　

別
表
一
第
十
四
項
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に

、
「
移
転
料
」
を
「
家
族
移
転
費
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
表
の
改
正
規
定
は
、
令

和
七
年
四
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
第
一
号

　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
（
平
成
二
十
五
年
七
月
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
企
業
局
長
」
を
「
企
業
管
理
者
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中

「
企
業
部

企
業
局
長

企
業
局
管
理
課
長

」
を

「
企
業
部

企
業
管
理
者

企
業
局
長

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中

「
福
祉
労
働
部

福
祉
総
務
班

福
祉
総
務
課
長

を

こ
ど
も
未
来
班

こ
ど
も
未
来
課
長

子
育
て
支
援
班

子
育
て
支
援
課
長

こ
ど
も
福
祉
班

こ
ど
も
福
祉
課
長

障
が
い
福
祉
班

障
が
い
福
祉
課
長

保
護
・
援
護
班

保
護
・
援
護
課
長

労
働
局

労
働
政
策
班

労
働
政
策
課
長

新
雇
用
開
発
班

新
雇
用
開
発
課
長

職
業
能
力
開
発
班

職
業
能
力
開
発
課
長

人
権
・
同
和
対
策
局

調
整
班

調
整
課
長

」

「
福
祉
労
働
部

福
祉
総
務
班

福
祉
総
務
課
長

に
、

こ
ど
も
未
来
班

こ
ど
も
未
来
課
長

子
育
て
支
援
班

子
育
て
支
援
課
長

こ
ど
も
福
祉
班

こ
ど
も
福
祉
課
長

障
が
い
福
祉
班

障
が
い
福
祉
課
長

保
護
・
援
護
班

保
護
・
援
護
課
長

労
働
局

労
働
政
策
班

労
働
政
策
課
長

就
業
支
援
班

就
業
支
援
課
長

職
業
能
力
開
発
班

職
業
能
力
開
発
課
長

人
権
・
同
和
対
策
局

調
整
班

調
整
課
長

」



令和７年４月11日　金曜日 36第587号 増刊①

「
商
工
部

商
工
政
策
班

商
工
政
策
課
長

を

中
小
企
業
振
興
班

中
小
企
業
振
興
課
長

新
事
業
支
援
班

新
事
業
支
援
課
長

中
小
企
業
技
術
振
興
班

中
小
企
業
技
術
振
興
課
長

新
産
業
振
興
班

新
産
業
振
興
課
長

自
動
車
・
水
素
産
業
振
興
班

自
動
車
・
水
素
産
業
振
興
課
長

工
業
保
安
班

工
業
保
安
課
長

企
業
立
地
班

企
業
立
地
課
長

観
光
局

観
光
政
策
班

観
光
政
策
課
長

観
光
振
興
班

観
光
振
興
課
長

」

「
商
工
部

商
工
政
策
班

商
工
政
策
課
長

に
、

中
小
企
業
振
興
班

中
小
企
業
振
興
課
長

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
班

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
長

中
小
企
業
技
術
振
興
班

中
小
企
業
技
術
振
興
課
長

先
端
技
術
産
業
振
興
班

先
端
技
術
産
業
振
興
課
長

自
動
車
・
水
素
産
業
振
興
班

自
動
車
・
水
素
産
業
振
興
課
長

工
業
保
安
班

工
業
保
安
課
長

企
業
立
地
班

企
業
立
地
課
長

観
光
局

観
光
政
策
班

観
光
政
策
課
長

観
光
振
興
班

観
光
振
興
課
長

」

「
県
土
整
備
部

県
土
整
備
総
務
班

県
土
整
備
総
務
課
長

企
画
班

企
画
課
長

用
地
班

用
地
課
長

道
路
維
持
班

道
路
維
持
課
長

道
路
建
設
班

道
路
建
設
課
長

を

河
川
管
理
班

河
川
管
理
課
長

河
川
整
備
班

河
川
整
備
課
長

港
湾
班

港
湾
課
長

砂
防
班

砂
防
課
長

水
資
源
対
策
班

水
資
源
対
策
課
長

」

「
県
土
整
備
部

県
土
整
備
総
務
班

県
土
整
備
総
務
課
長

県
土
整
備
企
画
班

県
土
整
備
企
画
課
長

用
地
班

用
地
課
長

道
路
維
持
班

道
路
維
持
課
長

道
路
建
設
班

道
路
建
設
課
長

に
、

河
川
管
理
班

河
川
管
理
課
長

河
川
整
備
班

河
川
整
備
課
長

港
湾
班

港
湾
課
長

砂
防
班

砂
防
課
長

水
資
源
対
策
班

水
資
源
対
策
課
長

」

「
建
築
都
市
部

建
築
都
市
総
務
班

建
築
都
市
総
務
課
長

都
市
計
画
班

都
市
計
画
課
長

建
築
指
導
班

建
築
指
導
課
長

公
園
街
路
班

公
園
街
路
課
長

を

下
水
道
班

下
水
道
課
長

住
宅
計
画
班

住
宅
計
画
課
長

県
営
住
宅
班

県
営
住
宅
課
長

営
繕
設
備
班

営
繕
設
備
課
長

」

「
建
築
都
市
部

建
築
都
市
総
務
班

建
築
都
市
総
務
課
長

都
市
計
画
班

都
市
計
画
課
長

開
発
・
盛
土
指
導
班

開
発
・
盛
土
指
導
課
長

建
築
指
導
班

建
築
指
導
課
長

公
園
街
路
班

公
園
街
路
課
長

に
改
め
る
。

下
水
道
班

下
水
道
課
長

住
宅
計
画
班

住
宅
計
画
課
長

県
営
住
宅
班

県
営
住
宅
課
長

営
繕
設
備
班

営
繕
設
備
課
長

」
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こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
建
築
都
市
部
の
項
の
改

正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。　

７
・
２
・
25

発
行
年
月
日

574
増刊①

公　

報

番　

号

条
例

種　

類

１
同　

上

番　

号

４
ペ
ー
ジ

上
欄

〇 下

後
ろ
か

ら
９ 行

備
考

　

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
三
条
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

 

正

　

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

誤




